
災害廃棄物：約6万ﾄﾝ（山崎断層帯地震（主部北西部））、約9.9万トン（水害）
し尿：約0.2万L/日（山崎断層帯地震（主部北西部））
避難所ごみ：約0.9トン／日（山崎断層帯地震（主部北西部））
片付けごみ（試算）：約0.02～0.2万トン（山崎断層帯地震（主部北西部））、約2万
トン（水害）

○発生量（災害廃棄物・し尿等）
○処理可能量
○仮置場面積、仮置場のレイアウト

○災害廃棄物処理計画に記載することが
考えられる事項の抽出・作成

モデル事業の内容

○対象とする災害
・地震：山崎断層帯地震（主部北西部）（右図）
全壊棟数：約210棟

・風水害：兵庫県の洪水浸水想定をもとに推計 全壊棟数：約540棟

被害想定

山崎断層帯地震（主部北西部）の
震度分布

破砕選別後の災害廃棄物の搬出先【山崎断層帯地震（主部北西部）】

上郡町

佐用町

災害廃棄物・し尿等の発生量の推計【結果】

災害廃棄物の処理可能量の検討【結果：風水害】

・焼却施設の災害時対応余力は1.79万t(全廃棄物量の17.4%)
→広域処理等の検討が必要な量は0.0万t (全廃棄物量の0.0%)
・最終処分場の災害時対応農能力は1.79万t(全廃棄物量の17.4%)
→広域処理等の検討が必要な量は0.0万t (全廃棄物量の0.0%)
・リサイクルが必要な量は6.36万t(全廃棄物量の61.8%)

災害廃棄物の最大仮置量の試算

一次仮置場処理期間（準備期間含む）を(A)1.5年、(B)2年、(C)2.5年の3ﾊﾟﾀｰﾝ
で試算した災害廃棄物の仮置量は下表のとおり

A B C

被災現場 解体期間（年） 1.0 1.5 2.0 初期準備期間を含む

処理期間（年） 1.5 2.0 2.5 初期準備期間を含む

最大仮置量 38% 27% 21%

処理期間（年） 2.5 2.5 2.5 撤去等の期間を含む

最大仮置量 59% 38% 17%

一次仮置場

二次仮置場

パターン
備考

仮置場面積の試算

環境省が示す方法（災害廃棄物対策指針技術資料に示される算出方法）によ
る試算結果と、本モデル事業による試算結果※の比較は下表のとおり
※一次仮置場処理期間（準備期間含む）を(A)1.5年、(B)2年、(C)2.5年の3ﾊﾟﾀｰ
ﾝで計算 仮置場必要面積の試算結果

仮置場のレイアウト案

平成29年度災害廃棄物処理計画策定モデル事業
～ 上郡町・佐用町・にしはりま環境事務組合（兵庫県）～



・対象地域の災害特性を踏まえ、他自治体事例を参考にして、災害廃棄物
処理計画の目次構成案を作成

災害廃棄物処理計画の構成案作成

・対象地域の空家分布を整理し、
空家の廃棄物処理に係る留
意点について、事前対策と応
急対策の留意点を整理

空家処理の事前対策、応急対策上の留意点の整理

廃棄物処理に係る空家の対策

目次構成案［部分］

表 町が独自に作成する項目

災害廃棄物処理計画に記載することが考えられる事項の
抽出・作成

・災害廃棄物処理計画の目次構成案の
うち、町が独自に作成する必要のある
項目を抽出し、事例をもとに標準的な
記載内容を整理

【事前対策】

【応急対策】

【収集運搬事例】佐用町では水害発生時に仮置場とは別に自然発生し
た住民の家の前や小区域の集積場において、収集を
行った事例があり、そのフローを図示化

所有者からの申請

有資格者の判定で、二次災害を引き起こす可能性がある建物
で、本市が緊急避難的に解体の必要性を認めたもの（有資格
者：１級建築士、応急危険判定士）
例）公道等や隣接建物等に倒れ掛かっているもの。

非該当

非該当解体・撤去

有

有

有

有

有

関係者からの相談※1

家庭裁判所に不在者財産管
理人の申し立て、権限外行為
の申請をする。（約6ヶ月程度）

不在者財産管理人又は相続
財管理人からの解体申請

非該当

無

無

非該当

解体・撤去

非該当

無

無

無

○熊本地震による被災家屋等のうち空家の取り扱いフロー(熊本市提供データより作成)

１ 所有者がいる空家の場合 ２ 所有者が不明の空家の場合

・※１関係者とは、自治会や建築指
導課など

図 水害における災害廃棄物の収集フロー（佐用町の例）


